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§4 保育政策（childcare） 
質が高く、利用しやすい保育、とくに３歳未満児の保育の提供は、仕事と家庭の両立や、子供の成長を支援

するという観点から非常に重要である1。また、共働きカップルの出生の意思決定を支える重要な政策でもある。
保育提供(provision）の状況は、設置基準の有無や、財政支援など、国や地域によって大きく異なる。また、施
設保育か家庭保育か、施設保育でも、託児所から公的保育施設、初等教育機関まで、さまざまである。広義に
は、祖父母による保育なども含まれる。 

理論的には、親が出産後も就労継続可能となると、出産・育児の機会費用が減少し、出生率(TFR)に正の影
響をもたらすと考えられる。実証的には、保育の利用可能性(availability)の拡大が出生率に正の効果をもたらす
とする研究もあるが、矛盾する結果も出ており、結果の解釈は複雑である。 
 
1 クロスナショナル分析 

保育の利用可能性(availability)と価格(cost)は、出産の意思決定に影響を与える可能性がある。クロスナショ
ナル分析では、因果関係は特定されないものの、出生率と３歳未満児の保育利用(attendance)に強い相関関係
があることが示されている。 
 
マクロデータ分析 

Castles(2003)は、OECD20 か国のクロスセクションデータを用いて、1998 年の期間出生率(PTFR)と、さま
ざまな政策指標について分析した。その結果、出生率との間に統計的に有意で強い正の相関関係が示されたの
は、「３歳未満児の保育2利用率」と「保育利用率（平均）」であった（表 1 上段）。 

一方、「3 歳未満児の公的保
育3利用率」の係数は非有意で、
「３歳以上の公的保育利用率」
は、出生率低下と有意に相関し
ていた（表 1 下段）。 

また、出生率の国間変動要
因の OLS 推定では、「保育利
用率（平均）」の係数が最も大
きかった（表 2）。 

結果について、重要なのは、
保育支援の出所ではなく、女性
が必要な時に保育の場を利用
できること、そして、仕事と出
産を両立して生活できること
である、と結論づけている。 
  

                                                      
1 2002 年 3 月のバルセロナ会議で、欧州理事会は加盟国に対して、女性の労働力参加の阻害要因を取り除くため、保育需要を考慮し、2010
年までに 3 歳から義務教育年齢の子供の少なくとも 90％、3 歳未満の子供の少なくとも 33％に保育を提供するべきと勧告している
(European council 2002)。 

2 ここでの「保育(formal child-care)」には、公営および民間の保育所や住宅型有料老人ホームでの保育が含まれる。また、チャイルドマイ
ンダーによる自宅での保育や、家族ではないが同居している保育者によるケアも含まれる。 

3 ここでの「公的保育」は、公的に財政支援されている保育サービス(publicly funded child-care)という意味で使用している。 

表1  出典：Castles(2003) p.223 Table 4から抜粋 

表2  出典：Castles(2003) p.224 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

129



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D'Addio and Mira d'Ercole (2005)は、1999 年の OECD19 か国のクロスセクションデータを用いて、保育所
入所率（enrolment,３歳未満4）のほか、さまざまな説明変数によって出生率(TFR)の国による格差を分析した5。
その結果、保育所入所率やパートタイムで働く女性の割合が高く、子供の直接費用が低く、育休期間が長い国
で、出生率が有意に高くなることが示された。また、推定係数は、保育所入所率が 10％増加すると、出生率が
2.12%上昇することを示したが、政策の相互作用や出生率の内生性などを考慮しないモデルに基づくため、解
釈には注意が必要であるとした。 
 

Hilgeman and Butts (2009)は、1995－2000 年の OECD20 か国のクロスセクションデータと個人レベルデー
タ6を用いて、階層型ベイズモデルにより女性の労働参加や保育利用率7が出生率(realized fertility)8に与える影響
を分析した。その結果、女性のフルタイム雇用や国レベル雇用率が出生率を低下させる一方、保育利用率と出
生率との間に正の相関が確認された。結果について、「保育サービスは出生率向上のための有効な手段であり、
女性労働力率の拡大による影響の一部をやわらげるのに役立つ」(p.115)と結論づけている。 
 

Kalwij(2010)は、政府の家族関係支出の変化が出生率に与える影響を推計している。離散時間比例ハザード
モデルにより、保育補助(childcare subsidy)にかかる政府支出が出産に与える影響を推定した9。その結果、子供
のいない女性（第一子出産）には有意な影響がなかったが、第二子以降の出産に有意な正の効果が示された。
また、このモデルを利用したモンテカルロ・シミュレーションを行っており、保育補助を 10％増額すると、雇
用されている女性１人当たりの子供数は有意に増加し、完結出生率が 0.4％上昇することが示された。 
 

                                                      
4 説明変数は＜share of children aged 0-3 enrolled in formal childcare＞ 
5 表 3 の D'Addio and Mira d'Ercole (2005)はパネルデータ分析(ＧＭＭ推定)のみ示されている。保育はデータ不足で分析していない。 
6 World Values Survey(WVS)の 1995－1997 年波、European Values Study(EVS)の 1999－2000 年波を用いている。 
7 この研究では、3 歳以下の子供のうち民間、公共を問わずなんらかの保育を受ける子供の割合を示す。デイケア、プレイグループやファ
ミリーセンター、登録ベビーシッターやチャイルドマインダーも含まれる。近親者による保育は含まれない。 

8 被説明変数は WVS と EVS の調査時点での既往出生児数（データは 18-45 歳の女性 7,080 人）。 
9 実証モデルは、家族政策の複雑さを考慮して、補助金平均値の変動に対する出生タイミングの反応を分析している。 

表3  出典：Thévenon and Gauthier(2011) Table 1から抜粋 
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Luci-Greulich and Thévenon(2013)は、OECD18 か国のパネルデータを用いて、保育への公的支援が出生
行動に与える影響について分析した。説明変数に３歳未満児１人当たりの保育関連政府支出（１人当たり GD
P に占める％）や３歳未満児入所率など５政策、被説明変数に出生率(TFR)とテンポ調整出生率(tempo-adjust
ed TFR)10を用いた。また、国と時間の固定効果をモデルに組み込んでいる(two-way fixed effect model)11。 

その結果、すべての政策が正の影響を示したが、女性の労働時間と就業率を制御すると、3 歳未満児入所率
の係数や有意性が増し、女性が就労する環境では保育の影響が強まることが確認された。また、女性の就労時
間と出生率に負の相関が示され、両立支援策がなければ女性就労と出生率は反比例する、と説明している。 
＊表３では、1人当たり保育関連政府支出(spending per child)の項が“Negative”となっているが、Luci and Thévenon(2013)で
は、“Positive”に変更されている(p.407)。 

 

マイクロデータ分析 
Baizan, Arpino, and Delclòs (2016)は、2004－09 の EU16 か国の個人レベルデータ（所得・生活環境調査,

 EU-SILC）と国レベルデータを用いて、マルチレベル・ポアソンモデルにより保育所定員率(childcare cover
age)12と完結出生率の関係を分析した。その結果、すべての学歴層で保育所定員率は、完結出生率と正の相関が
あることが示された。定員率が 10％（1992－98 年のイタリア観測値に相当）から 50％（同スウェーデンに相
当）に上昇すると、低学歴女性の平均子供数は 1.8 人から 2.0 人に増加し、高学歴女性では 1.5 人から 1.9 人に
急増する。また、学歴と定員率の相互作用効果により、出生率の学歴ギャップ13は消失すること、学歴による有
意な差が見られるのは、定員率の水準が中・低レベルの場合のみであることが示された。 
 

Diprete, Morgan, Engelhardt, and Pacalova(2003)は、５か国のパリティ14別追加出生率と子供の費用(costs of 
having children)15を推計、比較した。その結果、保育費用の引き下げが出生率にプラスの影響を与える可能性を
示した。親が負担する保育料は国によって大きく異なり、保育政策の重要な側面である。 
 

Del Boca, Aaberge, Colombino, Ermisch, Francesconi, Pasqua, and Strom(2003)は、4 か国の保育などの社会
政策と労働市場が、仕事と出産に関する女性の意思決定に与える影響を分析した。その結果、保育の利用可能
性向上が出生に正の影響を与えることを示した。また、パートタイム労働の機会、保育、育児休暇、児童手当
は、教育水準の低い女性の労働参加の意思決定に大きな影響を与えるとした（表 4）。 
  

                                                      
10 米国の人口学者ボンガーツとフィーニーが考案した指標で、調整合計特殊出生率(adjusted total fertility rate, ATFR)と同義。出生率(TFR)
の値を各出生順位の平均出生年齢の変化に応じて調整するもの。出産の先送り、前倒しがないときに本来あるべき出生率(TFR)の水準を
意味する (イミダス <https://imidas.jp/genre/detail/F-109-0045.html>, Bongaarts and Feeney 1998)(再掲)。 

11 この他、二段階最小二乗法(two stage least squares, 2SLS), 一般化モーメント法(GMM)などさまざまな仕様を用いて、分析の頑健性を
確認している。 
12 2004 年における公立（または公的補助金を受けた）保育施設の定員数の 0-2 歳児人口に占める割合(childcare coverage)。この研究は、
保育利用率(childcare usage)についても分析しており、同様の結果が得られたと報告している。 

13 女性が高学歴であるほど結婚、出産の機会費用が高くなり、出生率が低くなると指摘されている(Bongaarts 2003, Jones, Schoonbroodt, 
and Tertilt 2008 など)。 

14 既往出生児数。１人の女性が一定時点までに産んだ子供の数。パリティ 0 は無子。パリティ１は子供 1 人（再掲）。 
15 生活時間調査、国際意識調査、出産にともなう労働所得と生活水準の変化に関するパネルデータを用いて推計。 

表 4  出典：Gauthier(2007) Table 3から抜粋 
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2 国別分析（availability, coverage に関するもの） 
国ごとの分析では多様な結果が出ている。表 5 にまとめられた研究は、出産確率を被説明変数、保育の特性

(availability, cost)を説明変数として、保育の利用可能性や費用が出生率に与える影響について分析している。 
ノルウェーについて研究した Kravdal(1996)は、保育所普及率は完結出生率に正の影響を与えるとし、イタ

リアについて研究した Del Boca(2002)16は、保育の利用可能性が 10%上昇すると、子供を持つ確率(probability)
が 0.2%上昇すると報告した。一方、ノルウェーとフィンランドについて研究した Ronsen(2004)、旧西ドイツ
について研究した Hank and Kreyenfeld (2003)、スウェーデンについて研究した Andersson, Duvander, and 
Hank(2004)は、保育の利用可能性は出生率に統計的に有意な影響を与えないと報告している。 

結果がばらばらである要因について、Gauthier(2007)は、一部の国で女性の労働力参加や保育供給が増加し
ていること、親の保育ニーズの不均質性、開園時間など保育制度のばらつきなどをあげている。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
北欧（ノルウェー, スウェーデン） 

Kravdal(1996)は、ノルウェーにおける保育施設の拡大が出生率に与える影響を評価した。1988 年のノルウ
ェー家族・職業調査に、個人登録に基づく移住履歴とノルウェーの全自治体における保育所定員率(coverage)
の時系列データをリンクさせ、ロジスティック回帰による分析を行った。 

その結果、都市化等の交絡因子を制御すると、地域の保育所定員率は二子以降の出産確率と正の相関が示さ
れた。また、保育利用率(enrolment rate)が 20％増加した場合、コホートの完結出生率が女性１人当たり 0.05
増加すると推定された。この効果は、保育所定員率の水準が低い場合に有意であり、1970 年代半ば以降の第三
子出産確率の緩やかな上昇に寄与している。 

ただし、女性の総雇用率を考慮すると有意でなくなり、保育所定員率が高くなると効果が薄れた。また、第
一子、第二子の出産確率は保育所整備が進むにつれて低下することが示唆された。この結果について、官民を

                                                      
16 Chamberlain(1980)が提示した条件付きロジット推定法（条件付き最尤法）を用いて、出産と就労の意思決定を合同で分析している。 

表 5  出典：Gauthier(2007) Table 3から抜粋 
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問わず、保育(day care)の供給量をさらに増やしても、補助金や保育の質が変わらなければ、出生率にほとんど
刺激を与えないだろう、と結論づけている。 
 

Andersson et al. (2004)は、スウェーデンにおける地域の保育特性が、夫婦の第二子、第三子の出生数に与え
る影響を推定した。保育特性とは、保育施設の①普及率、②子供と職員の比率（質）、③保育料、を指す。1997
年と 1998 年におけるスウェーデンの人口動態に関する個人レベルデータを、各家庭の居住地自治体に関する
集計統計（スウェーデンの 288 自治体の保育施設に関する情報）とリンクさせ、保育特性ごとに第二子、第三
子の出産ハザードを推定した（イベント・ヒストリー分析）。 

その結果、地域の保育特性が追加出生(continued childbearing)に有意な影響を与えないことが示された。普
及率は第二子出産に影響を与えておらず、職員比率と価格の影響も非常に小さい(2－3％）。保育料が高く職員
比率が低い自治体に住む女性は、基準カテゴリー（価格と質が「中位」）に住む女性に比べて、第二子出産を経
験する可能性がわずかに高く、普及率が低い自治体で第三子出産ハザードが 7％高くなるなど、直観に反する
結果が得られた17。保育料と第三子出産との相関関係だけは予想通りで、比較的低い料金の託児所を提供する自
治体に住んでいる場合、追加出産の確率が 11％高くなっている。 

結果について、Andersson et al. (2004)は、スウェーデンの手厚い家族政策が補完しているためであるとする。
スウェーデンでは、一般的に安価で質の高い保育が十分保障されているため、親は保育の多少の地域差に左右
されずに出産の意思決定ができ18、また、多くの経済的支援や手厚い育児休業などによって、保育不足を容易に
補うことができる19、と説明している。 
 
これに対してRindfuss, Guilkey, Morgan, Kravdal, and Guzzo (2007)は、社会学的にも経済学的にも、広く利用できる高品質で

手頃な価格の保育には出生促進効果があると考えられているにも関わらず、Andersson et al. (2004)でこの仮説が支持されない原
因として、データ不足と「保育の提供は外生的」という仮定を指摘した。出生率に影響を与える「観察されない地域的要因」は、
保育の利用可能性の地域差にも影響を与える可能性が高い（≒内生的である）、としている。保育提供と出産意思決定に同時に影
響を与える可能性のある地域要因をコントロールすることでこの問題に対処し、保育の利用可能性が高まると第一子出産年齢が低
下することを示した。 
 

Rindfuss et al.(2007)は、ノルウェーにおける 1957 年から 1962 年まれコホートについて、保育の利用可能
性が第一子出産時期に与える影響を調べた。利用可能性の指標は保育所に入所している就学前児童の割合を、
市区町村別、年別に示したものである。ノルウェー全体の保育所入所率は、1973 年にはほぼ０％だったが、1
990 年代後半になると 40％以上に拡大した。しかし、自治体によってばらつきが大きかった。彼らは、この変
動を利用して二元配置固定効果推定20を行っている。第一子出産時期について離散時間ハザードモデルにより
推定し、結果をより直感的に伝えるため、期待初産オッズを示した。 

その結果、15－19 歳、20－24 歳、25－29 歳、30－35 歳の各年齢で居住自治体の保育所入所率が出産の早
期化と関連しており、その効果は若年層ほど大きいことが示された（図 1, 表 6）。 
  

                                                      
17 直感に反する後者の結果について、例えば、居住自治体で保育施設が整っていない女性は、育休中断を最小限にするため出産を早める
ことがあるが（テンポ効果）、完結出生率（カンタム効果）は必ずしも高くない、と説明している。 

18 このような状況下での出生決定は、保育の地域的特徴や変動にはほとんど影響されず、識別できないという。 
19 Kravdal (1996)によれば、スウェーデンやハンガリーでは、保育の提供が改善されても出生率への影響は弱いという。 
20 二元配置固定効果推定法(TWFE)は、一般化された差分の差分分析(GDD)の一形態である。サンプルサイズが非常に大きいことを利用
し、固定効果法を用いて選択的移住によるバイアスと保育の利用可能性の内因性を補正している。 
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同じデータ・手法を用いて、Rindfuss, Guilkey, Morgan, and Kravdal(2010)は、離散時間ハザードモデルによ

り、第一子出産からその後の出産まで継続する、出産時期21の決定要因について推定した。さらに、推定結果を
シミュレーションモデルに利用して、保育の利用可能性が、女性が 35 歳までに出産する子供の総数に及ぼす
影響を分析した22。その結果、保育所入所率が上昇すると、完結出生率が高まることを示された。 
表 7 は、保育所入所率をさまざまに変化させた場合の、35 歳までに出産した平均子供数のシミュレーション

結果である。保育所入所率が０％の場合は 1.51 人、60％の場合は 2.18 人と、最大 0.67 人の差がある。入所率
が 10％上昇するごとに、女性１人当たりの平均子供数が、
0.10－0.12 人増加することが示された。 

シミュレーション結果によれば、1957－1962 年に生ま
れた女性は、1970 年代初頭のように、保育所入所率がゼロ
に近い場合、35 歳までに１人当たり平均 1.5 人の子供を出
産するはずである。実際の完結出生率をみると、この年代
の女性は、1973 年以降の急速な保育の拡大もあって、１人
当たり平均２人以上の子供を出産している。また、保育の
利用可能性の影響はシミュレーションしたすべてのパリ
ティでみられる。 

表 8 は、パリティ拡大率（パリティ X で X+1 番目の子供を産む割合）をシミュレーションした結果である。 
左端の列は、1957－1962 年コホートの女性が、実際に経験したパリティ拡大率を示している（例えば、第一

子出産を経験した女性の割合は 86％）。真ん中の列は、保育の利用可能性を、0％, 20％, 40％, 60％とした場合
のパリティ拡大率のシミュレーションを示している。保育枠が 0％から 60％に移行すると、平均的な女性は 0.5
－0.7 人多く出産することになる。 

右側の２列は、極端な値(0％と 60％）の間の絶対的・相対的な差を示しており、絶対的な差が最も大きいの
は第二子への移行期(0.22）で、相対的な差が最も大きいのは第三子への移行期(1.64）である（表 8）。 

結果について、保育と出生行動に関する直観的な議論と一致しているとして、ノルウェーの経験は、広く利
用可能で、手頃な価格の、質の高い保育があれば出生率上昇に有効であることを示唆する、と結論づけている。 
  

                                                      
21 1957 年から 1962 年のノルウェー人コホートについて、15－35 歳、第一子から第五子までの出生時期を共同で推定している。 
22 保育の利用可能性やその他の変数の効果が出生間隔によって異なることを考慮している。 

表6  出典：Rindfuss et al. (2007) p.29 Table 3から抜粋 

表7  出典：Rindfuss et al. (2010) p.20 

図1  出典：Rindfuss et al. (2007) p.24 Figure 2から抜粋 
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ベルギー 

Wood and Neels (2019)は、先行研究の議論(Hank and Kreyenfeld 2002, Andersson et al. 2004)を踏まえ、保育の利用可能性
(availability)と出生率に関する研究には地域保育に有意なばらつきのある国が適当であるとして、国際的に保育所定員率(childcare 
coverage)23がトップクラスでありつつ、国内では定員率にかなりばらつきがあるベルギーを分析の対象とした24。 
 

Wood and Neels (2019)は、2000 年代の詳細な国勢調査・登録データと 588 自治体の 0－3 歳児保育定員率
の変化を用いて、定員率と共働きカップルのパリティ別出生率との関係を評価した。ロジットリンク関数を用
いて、第一子、第二子、第三子出生に関する離散時間ハザードモデルを推定した。ランダム効果（マルチレベ
ル）モデルと地域固定効果モデルにより、逆因果と選択的移住を考慮している。 

その結果、定員率の変化は出産ハザードと正の相関があり、とくに初産で強いことが示された。保育所配置
の内生性等を考慮した地域固定効果モデルでは、ある自治体の定員率が１％変化すると、第一子出産オッズは
10.8％上昇するが、第二子、第三子はそれぞれ 2.8％、2.1％にとどまった。これは、親になる時期は保育施設
の空き状況などに左右されるのに対し、追加出産の時期はあまり柔軟ではないためではないかと説明している。 

さらに、出生率(TFR)に与える影響を集計レベルで定量化25した。ベルギーの共働きカップルの SPPR に基づ
く出生率(TFR)の観測値は 1.679 人であるが、ランダム効果モデルで定員率が 10％上昇すると女性１人当たり
1.750 人（4.2％上昇）、固定効果モデルで 1％上昇すると 1.730 人(3.0％上昇)となることが示された（表 9）。 

結果について、先進国の低出生率、超低出生率を考慮すると相当の数字であり、先進国の少子化対策におい
て、保育サービスが有効な手段となり得る、と結論づけている。 
  

                                                      
23 保育所の定員枠を 0-3 歳児人口で割ったもの。 
24 旧西ドイツとスウェーデンについての先行研究では保育所定員率の出生率への影響は見られなかった。旧西ドイツの保育制度は全体的

に柔軟性に欠け（Hank and Kreyenfeld 2003）、スウェーデンは一般的に十分であると解釈されている（Andersson et al. 2004)。 
25 出生ハザード関数に基づく合成パリティ拡大率（synthetic parity progression ratios, SPPR)。 

表9  出典：Wood and Neels (2019) p.930 

表8  出典：Rindfuss et al. (2010) p.21 
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ドイツ（旧西ドイツ） 
連邦制国家であるドイツでは、社会福祉について連邦法は大枠を定めるのみで、具体的な事項は各州の立法に委ねられている。

このため、保育の提供状況は州によって大きく異なる。2002年末現在の３歳未満児保育供給率は、旧東ドイツ地域で 37%、旧西
ドイツ地域では 2.7%であった(齋藤 2011)。 
 

Hank and Kreyenfeld(2003)は、広義の保育の利用可能性が第一子出産に与える影響を分析した。地域の公的
保育(public day-care)に関する情報26と社会経済パネル(SOEP,1984－99)のデータを用いて、マルチレベル離散
時間ロジットモデルにより、旧西ドイツに住む女性の第一子出産確率(first birth risk)を推定した27。観察されな
い異質性を含まない「伝統的」回帰モデルと、地域ランダム効果を含むマルチレベルモデルの 2 種類のモデル
により推定した。 

その結果、祖父母によるインフォーマルケアの利用は、第一子出産確率を有意に増加させることが示された
が、公的保育の利用については有意な影響が確認されなかった。いずれのモデルでも、インフォーマルケアの
利用の効果は強く(1.20, 1.21)、とくに、パネル回答者の両親が同じ町に住んでいる場合には、第一子出産確率
が約 20％上昇することが示された。また、インフォーマルケアの正の効果は、地域の保育供給レベルとは無関
係であることもわかった。一方、公的保育の利用については、伝統モデルでは効果が非常に小さく(0.0122)、
有意でなかった。地域モデルでは、係数がさらに小さくなった(0.0112)。 

公的保育の概念的な重要性と推定結果とのギャップについて、乳幼児や学齢期児童に対するケア不足28を考慮
すると、現在の旧西ドイツの保育制度は、制限的な開園時間など、女性雇用や出生を促進するのに不十分であ
ることを示唆するのかもしれない、と説明している。さらに、実証研究について、保育の質の測定方法の問題
や、保育ニーズは同質的でも静的でもないことを考慮する必要があり、保育所の空枠数のような単一の定量的
指標では保育の役割を十分に把握できないかもしれない、としている。 
 
ドイツでは、保育に対する法的請求権の導入によって保育施設の整備が進められた。1999 年以降、３歳以上の児童に保育施設

への入所請求権が認められた。2005年 1月には、昼間保育拡充法29施行により、３歳未満の児童に対する需要に応じた保育の提供
義務が定められた（2010年 10月 1日まで猶予期間が設けられた）。さらに、2013年８月からは１歳以上３歳未満の児童にも保
育請求権が認められる（後述）。この改革は連邦政府が主導したが、地方自治体が実施主体であったため、旧西ドイツの 325の郡
間でも、時間的にも、３歳未満児保育の適用範囲(coverage)に大きなばらつきが生じた。 
 

Bauernschuster, Hener, and Rainer(2016)は、このばらつきを利用して、西ドイツの郡における保育所定員
率(public child care coverage)が、出生率に与える影響を分析した30。まず、基本的な差分の差分分析(DID)モ
デルを用いて、郡のうち、定員拡大率(expansion)が中央値以上の郡を「治療群」、中央値以下の郡を「対照群」
として、地域特性を制御することなく女性 1,000 人当たりの出生数を比較している。次に、一般化された DID
(GDD)モデル31を用いて、郡と年の固定効果の他に、地域特性（人口密度や１人当たり GDP などの共変量のセ
ット）を加えた回帰分析を行った。その結果、どちらの推計方法でも公的保育が出生率に有意な正の効果を持
つことが一貫して示された。DID モデルでは、2010 年までに、治療群と対照群の定員率の差は最大約７％ポ
                                                      
26 西ドイツの 328（実際は 300）の kreis(郡)レベルのデータで、公的保育の供給を決定する市町村レベルにかなり近いとされている。 
27 離散時間イベント・ヒストリーモデルを適用し、第一子出産のハザード率をロジスティック回帰関数で推定する。 
28 著者らは、西ドイツの保育レベルが、出産せずフルタイムで働けるようにするか、出産してパートタイムでしか働けなくなるか、女性
労働力の二極化の要因になっていると考えている。 

29 直訳すると「質を重視しつつ需要に応じて児童のための昼間保育を拡充するための法律」。 
30 具体的には、1998 年から 2010 年までの 3 歳未満人口に対する公的保育枠のばらつきを用いて、公的保育の大幅な時差拡大（2005 年か
ら 2008 年）の効果を研究している。 

31 Difference-in-Differences(DID)モデルは、政策評価の一般的な手法であるが、識別のための仮定(平行移動の仮定)が満たされることは
ほとんどない。一般化 DID(GDD)モデルは、線形の時間トレンドを追加することで並行トレンドの仮定を緩和したモデル。 
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イントに達し、治療群の平均出生率は対照群に比べて 0.86 人増加した。GDD モデルでは、定員率が 10％ポイ
ント上昇すると女性 1,000 人当たりの出生数が 1.2 人増加し、出生率が約 2.8％上昇することが示された。この
結果は、地域のファンダメンタルズや人口動態の影響を受けず、また育児支援が充実している地域への選択的
移住の影響も受けないことが確認されている。 

また、年齢別出生率や出生順位別出生率を見ると、保育拡大の効果は、とくに 29 歳から 33 歳の女性で強く、
第二子、第三子の出産を増加させることが示されている。定員率が 10％ポイント上昇すると、第二子、第三子
の出生率がそれぞれ 3.9％、7.5％上昇した。これらが出産前倒しによるものか母親の出産年齢に対する効果も
検証したところ、平均年齢は第二子、第四子で有意に上昇しており(第一子、第三子では非有意)、完結出生率
に正の効果があることを示唆する、と説明している。 
 

さらに、児童手当と保育提供の費用対効果について比較検証している。ドイツの児童手当を１％増加させる
と４億ユーロの追加支出が発生し、先行研究に倣えば出生率は 0.16％上昇する32。仮に 4 億ユーロを使って
58,823 人分の保育枠(slots)を確保すると、保育所定員率が約 2.9％ポイント上昇し、出生率は 0.82％上昇する
計算になる。つまり、保育拡充の費用対効果は手当増額の約 5 倍であると推計するとともに、母親雇用を増や
す効果も確認されたため所得税や社会保障費も増加すると指摘している。 

この結果について、乳幼児保育の拡充が、出生率向上のための有効な手段であることを示しているとして、
出生率回復には出産と雇用の両立を促進する政策が有効である、と結論づけている。 
 
  

                                                      
32 Gauthier and Hatzius(1997)は、児童手当に対する長期的な国別出生率の弾力性を 0.16 と推定している（§2 経済的支援）。 

表10  出典：Bergsvik et al. (2020) Table 3から抜粋 
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3 国別分析（cost に関するもの） 
親が負担する保育料は国によって大きく異なり、公的保育政策の重要な側面のひとつである。保育料の引き

下げ等を説明変数として、出生率に与える影響を分析する研究もある。 
 
米国 

米国では、社会保障制度や連邦所得税を通じて保育費用(childcare cost)が補助されていた。 
Blau and Robins (1989)は、保育費用が出産や雇用の意思決定に与える影響を初めて実証的に分析した33。労

働市場と出生履歴のサンプルを用いて、22 カ月間のイベント・ヒストリー分析を行った34。既婚女性について、
雇用・非雇用にかかわらず「他の雇用状態へ移行する率」と「現在の雇用状態にとどまって出産する率」を推
定するとともに、保育費用や賃金などの外生変数によってハザード率がどのように変化するか推定した。 

その結果、雇用女性については、保育費用が１ドル増えるごとに離職率が２％増加（補助金が 1 ドル増える
と離職率は 0.4％減少）し、出生率にもわずかに正の効果があったが統計的に有意でなかった。非雇用女性につ
いては、保育費用が１ドル増えるごとに入職率が約３％低下し、出生率も約２％低下すると推定された。 

保育費用が女性の出産や雇用の意思決定に影響を与えることを示す証拠が得られたとして、（所得税等を通
じた）保育補助金について保育政策として検討されるべきである、と結論づけた。 
 
スウェーデン 

Mörk, Sjögren, and Svaleryd(2013)は、1998年に発表され、2002年に利用料の上限(a user fee cap)を導入したスウェーデンの
保育改革の出生効果に注目した。スウェーデンでは改革前に保育所入所がほぼ全面的に認められ、利用料は低く、母親の労働参加
率が非常に高かった。自治体ごとに保育料が統一され、上限が設定されたため、ほとんどの世帯で保育料が減額された。保育料は、
世帯収入や子の年齢・人数に応じて変化したため、子供数が多く、高所得世帯であるほど減額幅が大きかった。 
 

Mörk et al. (2013)は、差分の差分分析（DID）により、改革前後の出生数（女性 1,000 人当たり）を、世帯
のタイプと自治体レベルで比較している35（表 10）。その結果、カップルの第一子出産に正の効果が見られ、出
生数は 9.8％増加した。主に低所得世帯によるものであった。改革によって、保育費用は平均 111,000 クロー
ネ (17,000 米ドル)減額されており、これは、子供のいない世帯の平均年収の約４分の１に相当する。 

一方、第二子出産は先送りされており、低い保育料の恩恵を最大限受けられるように出産時期を調整したた
めではないかと説明されている。また、三子以降の出生数は 14.5％増加したが、全体的な効果は小さかった。
さらに、多子世帯では追加出生への負の所得効果がわずかに有意であった。 

結果について、改革は追加出生のコストを引き下げる一方、すでに子供を保育所に預けている世帯には負の
所得効果が確認されており、改革の全体的なインパクトは明らかでない、と結論づけている。 
  

                                                      
33 保育料はさまざまな政府プログラムで補助されているが、この分析では、連邦所得税から得られる補助金のみを対象としている。 
34 この分析のデータは、カーター政権時代に労働省が実施した求職活動実証プログラム EOPP（Employment Opportunity Pilot Projects）

世帯調査から引用されている。同調査は 1980 年 4 月から 10 月にかけて全米 20 地域で実施された。1979 年～1980 年の 16～22 カ月に
わたる大規模な女性サンプルの連続的な労働市場履歴と、期間中のすべての子供の生年月日が記録されている。保育費用は、EOPP 調
査の地域別１人当たり週平均保育料支出（民間保育を利用した調査回答者が報告したもの）による。潜在的保育補助金は、サンプルでは
年間平均約 218 ドル。当時の最大補助額で 800 ドル。 

35 この分析では、改革前のある長さの時間枠の中で、ある市町村のある種類の世帯の女性が子供を産む確率と、改革後の同じ長さの時間
枠の中で、同じ市町村の同じ種類の世帯の女性が子供を産む確率を比較している。 
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ドイツ 
Haan and Wrohlich (2011)は、母親の就業を条件に３歳未満児の保育料を補助する改革が、雇用と出生率に

与える影響について分析した。女性の雇用と出産の決定に関する動的な離散選択モデルを開発し、政策シミュ
レーションを行った。このモデルは、経済的インセンティブが、働くかどうか、産むかどうかの決定にどのよ
うに影響するか説明できる。識別には、保育料を含む税と給付のバリエーションを利用している。データは、
社会経済パネル（SOEP）から得られた 2000－06 年の不均衡パネルを用いた36。 

その結果、雇用を条件とする保育補助金を増やすことで、すべての女性の労働供給が増加することが示され
た（平均して労働参加率は 1.6％、労働時間は 2.4％増加した）。出生率については、平均して有意な効果は見
られなかったが、子供のいない女性（約 9％上昇）と高学歴の女性（約 7％上昇）では、大きな正の効果が示さ
れた（表 11）。この結果について、子供のいない女性は子供を持った場合にのみ改革の恩恵を受けるため、ま
た、高学歴の女性は家庭にとどまることの機会費用が最も高く、改革はこのグループにとって最も魅力的であ
るため、と説明している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同様に、無条件の児童手当増額（すべての 3 歳未満児に年間 360 ユーロ）について推計したところ、すべて
の女性グループの出生率に有意な正の効果が示されたが、代償として負の雇用効果も示された（表 12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結論として、旧西ドイツのように低出生率と母親の低就業率に直面する国において、両者に同時に取り組む
家族政策設計は非常に困難であるが、「雇用を条件とする保育補助金の支給」は、2 つの重要なサブグループに
雇用と出生率の二重の正の効果があること、とくに正の雇用効果は改革の財政コストを大幅に削減することか
ら、政策としてより有望である、としている。 
  

                                                      
36 ドイツ在住の 11,000 世帯以上を対象とした SOEP データから、個人・世帯レベルでの社会経済的変数に関する情報を収集、2000－07

年の間に少なくとも 2 年間の連続した観測データを持つ既婚、同棲世帯を対象とした不均衡パネルを作成。2000－06 年までの遡及情報
が得られている。 

表11  出典：Haan and Wrohlich (2011) p.509 

表12  出典：Haan and Wrohlich (2011) p.509 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

139



 
 

2008年 12月、「保育所における 3歳未満の児童の支援に関する法律（通称：児童助成法）」が制定され、２つの改革が提示さ
れた。改革 1(2010年 10月施行)では、全ての働く母親に１歳以上の保育請求権を保障し、改革 2(2013年 8月施行)ではこれを非
就業の母親にも拡大するという内容である。「求職中」の場合にも保育の提供義務が課せられた。 
 

Bick(2019)は、この２つの改革を利用して、女性の労働参加と出生の選択に保育が与える影響について政策
シミュレーションを行った。家計パネル(1984－2006)を用いて、これらの選択を動的なライフサイクルモデル
に内生化している。3 歳未満児のいる母親の労働参加率は公的保育入所率を大幅に上回ることを踏まえ、モデ
ルは公的保育（補助金付き）、民間保育（補助金なし）、祖父母による無償保育を識別する37。２つの改革は、歳
入中立となるようにモデル化しており、改革の費用は、所得税を財源とする38。 

その結果、公的保育を増やすと、子供が 0 歳から 2 歳の間、母親の労働参加率がわずかに上昇することが示
された。これは、パートタイムで働く母親の多くは、公的保育をより多く利用できれば、フルタイムで働くよ
うになることを示唆していると説明している。 

また、公的保育を増やしても出生率は上昇しないことが示された。改革１は、子供のいない女性の割合を0.5％
ポイント減少させるが、全体の出生率は変わらない。改革２では、増税の影響で二子から一子に減らす女性が
増加し、出生率がわずかに低下した（表 13）。 

 
図 2 は、母親の労働参加率と保育所入所率を、潜在所得39五分位ごとに比較している。どちらの改革も、低所

得世帯が最も恩恵を受けていない。改革 2 では、高所得世帯ほど恩恵を受けている。一方、改革の費用は全世
帯が負担するため、平均的な厚生が減少すると説明している。  

                                                      
37 このモデルで Gauthier and Hatzius (1997)と同じ推計をすると、女性１人当たり 0.1 人の子供が増加し、出生率は 5.7％上昇した。 
38 この研究の改革シナリオでは、政府予算の均衡を保つため、改革１、２それぞれに追加課税（0.3%, 0.7%）されている。 
39 ここで潜在所得(potential income)とは、女性がフルタイムで働いていると仮定した場合の世帯収入総額のこと。 

図2  出典：Bick(2019) p.664 

表13  出典：Bick(2019) p.662 
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結論として、旧西ドイツが、西欧、北欧の高い女性労働参加率、出生率に追いつくためには、公的保育を増
やすだけでは不十分であることを示唆している、とした40。 
 

2008年の児童助成法には、保育手当（Betreuungsgeld）が盛り込まれた。公的な支援が講じられている保育の場を全く又はほ
ぼ利用せず、3歳未満の児童を私的な環境（自宅等）で保育する両親が受給できる現金給付（またはバウチャー, 150ユーロ）であ
り、（1歳からの保育請求権が導入される）2013年 8月から導入された41。 
 
ドイツ（テューリンゲン州） 
テューリンゲン州では、2006年 7月から、2歳児と 3歳児を公的保育(formal child care)42に預けていない親に養育手当（月額：

第一子150ユーロ, 第二子200ユーロ, 第三子250ユーロ, 第四子以降300ユーロ）を支給する新たな政策（Betreuungsgeld, homecare 
subsidy）を導入した43。支給額は2006 年の平均月額保育料の約 2 倍に相当し、公的保育を選択するコストを、家庭保育やインフ
ォーマル保育のコストに比べて、相対的に引き上げる効果があった。世帯の可処分所得の増加にも貢献している(約 10％)44。 
 

Gathmann and Sass (2018)は、この改革を利用して、公的保育のコスト引き上げが保育の選択や女性労働、
追加出生に与える影響などを幅広く分析している。差分の差分分析(DID)を用いて、政策の導入前後で、テュ
ーリンゲン州（治療群）と、他の旧東ドイツの州（対照群）とで、適格児童のいる世帯を比較した45。データは、
2000－10年の社会経済パネル(SOEP)や 2005－10 年のマイクロセンサスを利用している。 

その結果、公的保育費用の相対的値上げ（手当導入）に反応して、適格児童の公的保育への通所率が約 8％ポ
イント(23％)減少し、託児(informal care)46の利用も約 18％ポイント(38％)と大幅に減少した。一方、家庭で（≒
母親に）保育される割合が 18％ポイント(約 45％)増えたものの、母親の労働参加には影響がなかった。 

追加出生への影響については、2 歳児のいる世帯全体でみると統計的に有意な効果は確認できなかった（係
数は負）。ただし、二子以上の世帯に限るとわずかに正の効果がみられた（一子世帯は有意に負であった）。こ
れは、子供数が多いほど支給額が大きくなるためではないかと説明している。 

また、就学前児童のいる世帯全体でみると、第一子出産を抑制しているが、子のいる世帯にはわずかな影響
しかなかった。さらに、ひとり親や低所得世帯（下位 20％）、非 EU 外国人世帯では、労働参加が大きく低下
し、追加出生に正の強い効果が確認された。これらのグループでは、手当が世帯収入にかなりの割合を占める
ため、当然の結果であるとしている。 

結論として、公的保育の費用は保育方法の選択に大きな影響を与え、追加出生にも少なからず影響を与える
が、全体的な影響は明確でない、としている。 
  

                                                      
40 例えば Manuelli and Seshadri(2009)は、国際比較分析の結果、生産性と税制の国間格差が出生率格差の説明に有効であるとしている。 
41 2015 年 7 月に連邦憲法裁判所において違憲判決（保育手当はドイツ基本法に規定する「公共の福祉」の範疇を逸脱するものと解される
ことから、連邦に立法権限はないという判旨）が出され、同日廃止された(厚生労働省, 2020 年 海外情勢報告)。 

42 公的な補助を受けた保育施設。東ドイツでは保育施設の多くが自治体や非営利団体によって運営されている。 
43 支給額は、州政府が負担する 1 人当たりの公的保育の費用 150 ユーロに見合う額となっている。2008 年に同州に限って保育児童数が
減少したのはこのためではないかとも推測されている(齋藤 2011)。 

44 公的保育の利用予定がなかった（保育料上昇に直面しない）家庭でも、改革後には少なくとも月 150 ユーロの追加給付を受ける。 
45 さらに、州固有の共通トレンドを排除するために年長の就学前児童を追加の対照群として用いた三重差法(DDD)や、治療群と対照群が
より類似するように観測値を再度重みづけしたセミパラメトリック DID による代替的な分析も行っている。 

46 親族、友人、近所の人、民間のチャイルドマインダーによる保育。 
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4 まとめ 
本稿では、保育政策が出生率に与える効果について、ヨーロッパの文献を中心に紹介した。保育施設の利用

可能性が出生率に強い正の効果を持つと結論づけた研究(Rindfuss et al. 2007)もあれば、そのような効果はな
いと結論づけた研究(Hank and Kreyenfeld 2003)もあり、出生率に対する保育の効果は一貫していない。これ
は、保育のあり方が国によって大きく異なること、保育の利用可能性は保育の一要素に過ぎないこと、などが
要因であると説明されている(Gauthier 2013)。 

また、保育政策に関する文献は、女性の労働参加や子供のアウトカム（発育、学習到達度等）に関するもの
もかなりあるが、出生率が対象に含められていないものは今回取り上げていない。保育施策へのフィードバッ
クの観点からは、両立支援や女性活躍推進といった政策目標への寄与度を念頭に、女性の労働参加率や女性の
収入、子供のアウトカムを被説明変数とする文献についてのサーベイが有用かもしれない。 
 
（主な知見） 
➣クロスナショナル分析においては、3 歳未満児保育の提供レベルが、出生率と正の相関がある。 
➣国ごとの分析においては、結果はさまざまである。正の効果が確認できない説明も同様である。 

・保育の量、質、価格が一定のレベルに達すると、出生率に影響を与えない（スウェーデン）。 
・保育の利用しやすさ（開所時間など）が一定レベルに達しないと、出生率に影響を与えない（西ドイツ）。 
・女性の労働参加と保育供給が同時に増加しているため効果が相殺される。 
・親の保育ニーズの異質性、祖父母等によるインフォーマル保育の存在。 

➣保育の提供は、労働参加により積極的な（出産の機会費用の高い）高学歴女性の出生行動に影響を与える可
能性が高い(Baizán et al. 2016, Haan and Wrohlich 2011, Kravdal 1996）。 

➣「働く母親への保育補助」は、2 つの重要なサブグループに雇用と出生率の二重の正の効果があること、と
くに正の雇用効果は改革の財政コストを大幅に削減することから、政策としてより有望である 
➣出産の意思決定に重要なのは、保育の有無だけではない。以下の要素もまた出生率を刺激する可能性がある。 

1.質が高く、親が子供のためになると信頼できるものである。 
2.すべての年齢の子供たち、とくに、3 歳未満児の保育と学童保育が利用可能である。 
3.保護者の勤務時間に合わせて開所されている(Hank and Kreyenfeld 2003）。 
（フルタイムでも、始業時間が早かったり、終業時間が遅かったりしても子供を預けることができる。） 
4.保護者の費用負担が大きくない。 

➣保護者が保育施設を利用するのは、有益である（有害ではない）と確信できる場合に限られる。すべての保
育機関に対する共通の規制と品質モニタリングは、保育の質の高さと学校への円滑な移行に役立つ。 

➣スウェーデンとノルウェーは、保育の発展に投資した重要な例である47。 
  

                                                      
47 ノルウェーでは保育への公的支出が 1998 年から 2012 年の間にほぼ倍増し、GDP の 1.4％に達している。追加財源は新設だけでなく既
存施設への補助金も増額された。2000 年には政府が運営費の約 55％を負担していたが、2012 年には公的負担が 85％にまで拡大したた
め、保護者負担は大幅に減少した（平均給与の約 10％。OECD 諸国平均は 25％）。低所得層は自治体から追加支援を受ける。2009 年に
は、1 歳からすべての子供に入園資格を法的に与えている（Sobotka et al. 2019）。 
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